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」
 
 
 

本
判
決
は
、
平
成
一
五
年
に
行
わ
れ
た
不
正
競
争
防
止
法
の
改
正
に
よ
 
 

り
導
入
さ
れ
た
、
企
業
等
が
持
つ
営
業
秘
密
を
侵
害
す
る
行
為
に
対
す
る
 
 

罰
則
が
 
（
お
そ
ら
く
）
初
め
て
適
用
さ
れ
た
事
案
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
 
 

ら
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
本
判
決
が
不
正
取
得
後
営
業
秘
密
開
示
罪
の
成
 
 

立
を
認
め
た
こ
と
に
つ
い
て
は
疑
問
が
残
る
。
以
下
、
本
判
決
を
概
観
し
 
 

た
上
で
、
そ
の
間
題
点
を
指
摘
す
る
こ
と
に
す
る
。
な
お
、
本
件
事
件
後
 
 

に
行
わ
れ
た
不
正
競
争
防
止
法
の
平
成
二
一
年
改
正
に
よ
り
、
営
業
秘
密
 
 

3
）
 
 

侵
害
行
為
に
係
る
二
一
条
一
項
も
改
正
さ
れ
た
が
、
本
判
決
で
は
同
改
正
 
 

前
の
規
完
の
適
否
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
特
に
断
り
が
な
い
限
り
 
 

改
正
前
の
条
項
を
前
提
に
論
ず
る
こ
と
に
す
る
。
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例
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究
…
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≡
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不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
に
よ
り
取
得
し
た
パ
チ
ン
コ
店
の
割
数
及
び
売
上
金
額
 
 

等
を
競
合
パ
チ
ン
コ
店
へ
開
示
し
た
行
為
に
つ
き
、
不
正
取
得
後
営
業
秘
密
 
 

開
示
罪
の
成
立
が
認
め
ら
れ
た
事
例
 
 

（
仙
台
地
裁
平
成
二
一
年
七
月
一
六
日
判
決
）
 
 

原
 
 
亜
貴
子
 
 

一
 
 

一
事
実
の
概
要
 
 

被
告
人
は
、
以
前
勤
務
し
て
い
た
A
株
式
会
社
の
メ
ー
ル
ア
カ
ウ
ン
ト
 
 

ヘ
の
ア
ク
セ
ス
を
管
理
し
て
い
る
サ
ー
バ
ー
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
、
同
社
の
 
 

メ
ー
ル
ア
カ
ウ
ン
ト
及
び
パ
ス
ワ
ー
ド
を
使
用
し
て
ア
ク
セ
ス
し
、
こ
れ
 
 

に
よ
り
、
同
社
が
経
営
す
る
仙
台
市
青
葉
区
所
在
の
パ
チ
ン
コ
店
「
a
仙
 
 

台
駅
前
店
」
か
ら
岩
手
県
一
関
市
所
在
の
パ
チ
ン
コ
店
「
a
一
関
店
」
 
に
 
 

宛
て
て
送
信
さ
れ
た
、
前
記
「
a
仙
台
駅
前
店
」
 
の
客
へ
の
還
元
率
で
あ
 
 

る
割
数
及
び
売
上
金
額
等
を
内
容
と
す
る
電
子
メ
ー
ル
を
受
信
し
た
。
そ
 
 

し
て
、
当
該
電
子
メ
ー
ル
を
出
力
印
字
し
た
紙
面
を
株
式
会
社
B
が
経
営
 
 

す
る
仙
台
市
青
葉
区
所
在
の
パ
チ
ン
コ
店
「
b
」
及
び
株
式
会
社
C
が
経
 
 

営
す
る
同
区
所
在
の
パ
チ
ン
コ
店
「
C
仙
台
駅
前
店
」
に
宛
て
て
郵
送
し
、
 
 

情
を
知
ら
な
い
郵
便
局
員
を
し
て
各
店
に
配
達
さ
せ
て
、
こ
れ
を
各
々
の
 
 

一
一
九
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仙
台
地
裁
は
、
右
事
実
に
基
づ
き
、
不
正
ア
ク
セ
ス
禁
止
法
違
反
の
罪
 
 

（
同
法
八
条
一
項
、
三
条
一
項
及
び
二
項
一
号
）
 
及
び
不
正
取
得
接
営
業
 
 

秘
密
開
示
罪
（
不
正
競
争
防
止
法
二
一
条
一
項
一
号
）
の
成
≠
を
肯
完
し
、
 
 

「
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
と
各
営
業
秘
密
開
示
と
の
間
に
は
そ
れ
ぞ
れ
手
段
 
 

結
果
の
関
係
が
あ
る
」
と
し
て
刑
法
五
E
条
一
項
後
段
を
適
用
し
た
。
 
 
 

「
被
告
人
は
、
他
人
の
識
別
符
号
を
使
用
し
て
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
を
 
 

す
る
こ
と
を
企
て
、
法
定
の
除
外
事
由
が
な
い
の
に
」
、
「
平
成
二
〇
年
一
 
 

山
月
一
五
日
か
ら
同
年
一
二
月
一
口
ま
で
の
間
、
前
後
一
立
回
に
わ
た
り
、
 
 

…
‥
被
告
人
方
に
お
い
て
、
ア
ク
セ
ス
管
理
者
で
あ
る
N
株
式
会
社
が
日
 
 

本
国
内
に
設
置
し
て
管
理
す
る
ア
ク
セ
ス
制
御
機
能
を
有
す
る
特
定
電
子
 
 

計
算
機
で
あ
る
サ
ー
バ
ー
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
、
被
告
人
使
用
に
係
る
パ
ー
 
 

ソ
ナ
ル
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
か
ら
、
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
、
前
記
ア
ク
セ
 
 

ス
制
御
機
能
に
係
る
A
株
式
会
社
を
利
用
権
者
と
し
て
付
さ
れ
た
他
人
の
 
 

店
長
に
閲
読
さ
せ
た
。
 
 
 

こ
れ
に
よ
り
被
告
人
は
、
他
人
で
あ
る
A
株
式
会
社
の
識
別
符
号
で
あ
 
 

る
メ
ー
ル
ア
カ
ウ
ン
ト
及
び
パ
ス
ワ
ー
ド
を
使
用
し
て
不
正
ア
ク
セ
ス
行
 
 

為
を
し
、
同
社
経
常
の
パ
チ
ン
コ
店
に
関
す
る
営
業
秘
密
を
競
合
す
る
他
 
 

の
パ
チ
ン
コ
店
に
送
付
し
て
不
正
競
争
の
目
的
で
開
示
し
た
と
し
て
、
不
 
 

正
ア
ク
セ
ス
行
為
の
禁
止
等
に
関
す
る
法
律
 
（
以
下
、
「
不
正
ア
ク
セ
ス
禁
 
 

止
法
」
と
略
記
す
る
り
）
違
反
（
同
法
八
条
m
項
、
三
条
一
項
及
び
二
項
一
 
 

号
）
 
及
び
不
正
競
争
防
止
法
違
反
 
（
二
一
条
一
項
一
号
）
 
の
か
ど
で
起
訴
 
 

さ
れ
た
ぃ
 
 

二
 
判
 
 

色
目
 
 

一
∴
○
 
 

識
別
符
号
で
あ
る
メ
ー
ル
ア
カ
ウ
ン
ト
及
び
パ
ス
ワ
ー
ド
を
そ
れ
ぞ
れ
入
 
 

力
し
て
前
記
特
定
電
子
計
算
機
を
作
動
さ
せ
、
前
記
ア
ク
セ
ス
制
御
機
能
 
 

に
よ
り
制
限
さ
れ
て
い
る
特
定
利
鞘
を
し
得
る
状
態
に
さ
せ
て
不
正
ア
ク
 
 

セ
ス
行
為
を
し
、
同
社
が
経
常
す
る
同
市
青
葉
区
 
（
略
）
 
所
在
の
パ
チ
ン
 
 

コ
店
『
a
仙
台
駅
前
店
』
か
ら
、
同
社
が
経
営
す
る
岩
手
県
一
関
市
（
略
）
 
 

所
在
の
パ
チ
ン
コ
店
『
a
一
関
店
』
 
に
あ
て
て
電
子
メ
ー
ル
に
よ
り
送
信
 
 

さ
れ
た
、
前
記
『
a
仙
台
駅
前
店
』
 
の
客
へ
の
還
元
率
で
あ
る
剖
数
及
び
 
 

売
上
金
額
等
の
営
業
秘
密
を
取
得
し
、
不
正
競
争
の
臼
的
で
」
、
「
同
月
一
 
 

五
H
こ
ろ
、
同
営
業
秘
密
を
出
力
印
字
し
た
紙
面
を
株
式
会
社
B
が
経
常
 
 

す
る
仙
台
市
青
葉
区
…
…
所
在
の
ば
ち
ん
こ
析
『
b
』
に
あ
て
て
郵
送
し
、
 
 

同
月
一
人
目
こ
ろ
、
情
を
知
ら
な
い
郵
便
局
員
を
し
て
同
店
に
配
達
さ
せ
 
 

て
、
何
店
店
長
×
×
に
閲
読
さ
せ
」
、
「
回
目
二
で
九
日
こ
ろ
、
間
宮
業
秘
密
 
 

を
出
力
印
字
し
た
紙
面
を
株
式
会
社
C
が
経
営
す
る
同
区
・
：
：
二
桝
在
の
ば
 
 

ち
ん
こ
店
『
C
仙
台
駅
前
店
』
 
に
あ
て
て
郵
送
し
、
同
‖
二
六
日
こ
ろ
、
 
 

情
を
知
ら
な
い
郵
便
局
員
を
L
て
同
店
に
配
達
さ
せ
て
、
同
店
店
長
×
×
 
 

に
閲
読
さ
せ
」
、
「
も
っ
て
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
に
よ
り
取
得
し
た
営
業
秘
 
 

密
を
、
不
正
競
争
の
目
的
で
開
示
し
」
た
。
 
 
 

な
お
、
被
告
人
は
、
上
記
方
法
に
よ
り
N
祉
が
管
理
す
る
ア
ク
セ
ス
制
 
 

御
機
能
を
有
す
る
特
定
電
子
計
算
機
を
作
動
さ
せ
、
前
記
ア
ク
セ
ス
制
御
 
 

機
能
に
よ
り
制
限
さ
れ
て
い
る
特
定
利
用
を
し
得
る
状
態
に
さ
せ
た
別
の
 
 

二
つ
の
事
実
に
つ
い
て
も
不
正
ア
ク
セ
ス
禁
止
法
違
反
（
同
法
八
条
一
項
、
 
 

二
条
二
損
及
び
二
項
一
号
）
 
の
有
罪
判
決
を
受
け
て
い
る
。
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三
 
評
 
 

1
 
被
告
人
が
「
ア
ク
セ
ス
制
御
機
能
を
有
す
る
特
定
電
子
計
算
機
で
あ
 
 

る
サ
ー
バ
ー
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
、
被
告
人
使
用
に
係
る
パ
ー
ソ
ナ
ル
コ
ン
 
 

ピ
ュ
ー
タ
か
ら
、
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
、
前
記
ア
ク
セ
ス
制
御
機
能
 
 

に
係
る
A
株
式
会
社
を
利
用
権
者
と
し
て
付
さ
れ
た
他
人
の
識
別
符
号
で
 
 

あ
る
メ
ー
ル
ア
カ
ウ
ン
ト
及
び
パ
ス
ワ
ー
ド
を
そ
れ
ぞ
れ
入
力
し
て
前
記
 
 

特
売
電
子
計
算
機
を
作
動
さ
せ
、
前
記
ア
ク
セ
ス
制
御
機
能
に
よ
り
制
限
 
 

さ
れ
て
い
る
特
定
利
用
を
し
得
る
状
態
に
さ
せ
し
た
事
実
に
つ
き
、
本
判
 
 

決
が
、
不
正
ア
ク
セ
ス
禁
止
法
人
魚
一
項
、
三
条
一
項
及
び
二
項
‥
号
違
 
 

反
の
罪
の
成
立
を
認
め
た
点
は
妥
当
で
あ
ろ
う
。
こ
の
上
で
、
右
不
正
ア
 
 

ク
セ
ス
行
為
に
よ
り
取
得
し
た
、
A
社
が
経
常
す
る
 
「
a
仙
台
駅
前
店
」
 
 

の
割
数
及
び
売
上
金
額
等
の
情
報
（
以
下
、
「
本
作
情
報
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
 
 

あ
る
。
）
を
「
b
」
及
び
「
C
仙
台
駅
前
店
」
の
店
長
に
閲
覧
さ
せ
た
点
に
 
 

つ
き
、
不
正
取
得
後
営
業
秘
密
開
示
罪
 
（
不
正
競
争
防
止
法
二
一
条
一
項
 
 

二
王
 
が
成
立
す
る
か
否
か
が
問
題
と
な
る
。
 
 
 

同
罪
は
、
「
詐
欺
等
行
為
に
よ
り
、
又
は
管
理
侵
害
行
為
に
よ
り
取
得
し
 
 

た
官
業
秘
密
を
、
不
正
の
競
争
の
目
的
で
、
使
用
し
、
又
は
開
示
す
る
」
 
 

こ
と
を
内
容
と
す
る
。
二
一
条
一
項
一
号
は
「
管
理
侵
害
行
為
」
と
し
て
、
 
 

「
営
業
秘
密
が
記
載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
た
書
面
又
は
記
録
媒
体
の
窃
 
 

取
」
、
「
営
業
秘
密
が
管
理
さ
れ
て
い
る
施
設
へ
の
侵
入
」
と
並
ん
で
「
不
 
 

正
ア
ク
セ
ス
行
為
」
を
挙
げ
、
こ
こ
に
い
う
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
と
は
、
 
 

「
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
の
禁
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
年
法
律
第
 
 

一
二
八
号
）
 
第
三
条
に
規
定
す
る
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
を
い
う
」
と
定
め
 
 

て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
被
告
人
は
、
「
管
理
侵
害
行
為
」
 
に
よ
り
「
a
仙
 
 

台
駅
前
店
」
 
の
割
数
及
び
売
上
金
額
等
の
情
報
を
取
得
し
た
と
言
え
る
。
 
 

ま
た
、
被
告
人
は
「
a
仙
台
駅
前
店
」
 
の
割
数
及
び
売
上
金
額
等
の
情
報
 
 

を
出
力
印
字
し
た
紙
面
を
「
b
」
及
び
「
C
仙
台
駅
前
店
」
の
店
長
に
郵
 
 

送
し
、
同
人
等
に
こ
れ
を
閲
覧
さ
せ
て
い
る
が
、
こ
の
行
為
が
「
開
示
」
 
 

に
当
た
る
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

し
か
し
な
が
ら
、
本
判
決
が
「
a
仙
ム
H
駅
前
店
」
 
の
割
数
及
び
売
上
金
 
 

額
等
の
情
報
を
「
営
業
秘
密
一
で
あ
る
と
し
た
点
に
は
疑
問
が
残
る
。
不
 
 

正
競
争
防
止
法
二
条
」
ハ
項
に
よ
れ
ば
、
営
業
秘
密
と
は
、
①
秘
密
と
し
て
 
 

管
理
さ
れ
て
い
る
（
秘
密
管
理
性
）
、
②
生
産
方
法
、
販
売
方
法
そ
の
他
の
 
 

事
業
活
動
に
有
用
な
技
術
上
ま
た
は
営
業
上
の
情
報
で
あ
っ
て
 
（
有
用
 
 

性
）
、
③
公
然
と
知
ら
れ
て
い
な
い
 
（
非
公
知
性
）
も
の
を
い
う
。
「
公
然
 
 

と
知
ら
れ
て
い
な
い
」
状
態
と
は
、
保
有
者
の
管
理
下
以
外
で
は
一
般
的
 
 

に
人
手
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
態
に
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
本
件
に
 
 

お
い
て
、
パ
チ
ン
コ
店
の
割
数
及
び
売
卜
金
額
等
は
一
般
に
は
公
開
さ
れ
 
 

な
い
情
報
で
あ
る
か
ら
、
③
非
公
知
性
は
特
に
問
題
な
く
認
め
ら
れ
る
で
 
 

あ
ろ
う
。
し
か
し
、
①
秘
密
管
理
性
に
つ
い
て
は
、
果
た
し
て
本
作
情
報
 
 

が
こ
れ
ら
の
要
件
を
充
た
し
て
い
る
の
か
、
疑
問
が
あ
る
い
ま
た
、
②
有
 
 

用
件
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
を
否
定
す
べ
き
で
あ
っ
た
と
の
指
摘
が
あ
る
。
 
 

そ
こ
で
、
以
下
で
は
こ
れ
ら
の
点
を
中
心
に
、
被
告
人
が
不
正
に
取
得
し
、
 
 

開
示
し
た
割
数
及
び
売
上
金
額
等
の
情
報
が
「
営
業
秘
密
」
に
当
た
る
か
 
 

否
か
を
検
討
す
る
。
 
 

2
 
ま
ず
、
本
件
に
お
け
る
割
数
及
び
売
上
金
額
等
の
情
報
が
「
生
産
方
 
 

法
、
販
売
方
法
そ
の
他
の
事
業
活
動
に
有
用
な
技
術
上
ま
た
は
営
業
上
の
 
 

∵
†
 
 

情
報
」
 
で
あ
る
と
言
え
る
か
。
営
業
秘
密
の
有
用
性
要
件
を
充
た
す
た
め
 
 

一
二
一
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に
は
、
当
該
情
報
が
現
に
事
業
活
動
に
使
用
・
利
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
 
 

不
要
で
あ
る
が
、
当
該
情
報
白
身
が
事
業
活
動
に
使
用
・
利
用
さ
れ
た
り
、
 
 

又
は
、
使
用
・
利
用
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
費
用
の
節
約
、
経
常
効
率
の
 
 

改
善
等
に
役
立
つ
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
判
断
に
あ
 
 

た
っ
て
は
、
あ
ま
り
厳
格
に
情
報
の
価
値
の
程
度
を
問
う
の
で
は
な
く
、
 
 

保
有
者
に
よ
っ
て
秘
密
に
さ
れ
て
い
る
情
報
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
認
め
る
 
 

（
■
L
′
 
 

こ
と
が
望
ま
し
い
、
と
の
意
見
も
あ
る
。
し
か
し
、
営
業
秘
密
侵
害
罪
を
 
 

他
の
競
業
者
と
の
関
係
に
お
け
る
営
業
秘
密
の
競
争
的
価
値
に
対
す
る
侵
 
 

い
 
 

害
で
あ
る
と
捉
え
る
立
場
か
ら
は
、
当
該
情
報
が
秘
密
と
し
て
扱
わ
れ
て
 
 

さ
え
い
れ
ば
足
る
の
で
は
な
く
、
や
は
り
競
業
者
が
当
該
憎
報
を
利
用
す
 
 

る
こ
と
で
保
有
者
と
の
競
争
上
有
利
に
な
り
得
る
よ
う
な
性
質
の
も
の
で
 
 

〈
 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
解
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
を
判
断
す
る
に
当
た
 
 

っ
て
、
「
当
該
情
報
自
身
が
事
業
活
動
に
使
用
・
利
用
さ
れ
た
り
、
又
は
、
 
 

使
用
・
利
用
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
費
用
の
節
約
、
経
営
効
率
の
改
善
等
 
 

に
役
立
つ
こ
と
」
 
は
一
定
の
基
準
た
り
得
る
と
思
わ
れ
る
。
 
 
 

さ
て
、
「
割
数
」
と
は
、
パ
チ
ン
コ
の
ギ
ャ
ン
ブ
ル
性
の
程
度
を
示
す
所
 
 

謂
「
出
王
率
」
、
す
な
わ
ち
パ
チ
ン
コ
店
が
、
遊
客
が
投
人
し
た
玉
（
売
卜
 
 

玉
）
 
に
対
し
て
ど
の
程
度
立
を
出
し
て
い
る
か
 
（
景
品
玉
）
 
を
表
す
数
倍
 
 

で
あ
り
、
パ
チ
ン
コ
店
で
は
こ
の
割
数
の
高
低
を
日
々
調
癒
し
て
常
葉
を
 
 

1
 
 

行
う
と
い
う
。
し
か
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
「
『
客
へ
の
還
元
率
』
や
『
売
 
 

上
金
額
』
 
は
諸
々
の
企
業
努
力
ヤ
試
行
錯
誤
を
行
っ
た
 
『
結
果
』
 
と
し
て
 
 

の
数
値
な
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
活
用
し
て
優
位
性
を
得
る
た
め
の
も
の
 
 

で
は
な
」
く
、
本
件
情
報
に
は
有
用
性
を
認
め
る
べ
き
で
な
か
っ
た
と
の
 
 

〔
q
こ
 
 

批
判
が
あ
る
。
 
 
 

確
か
に
、
た
だ
一
日
分
の
み
の
割
数
情
報
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
単
な
る
 
 

一
一
い
二
 
 

「
結
果
」
に
過
ぎ
な
い
と
も
言
え
る
し
、
当
該
情
報
を
知
り
得
た
競
合
パ
 
 

チ
ン
コ
店
が
こ
れ
を
利
用
す
る
こ
と
も
想
定
し
難
い
。
し
か
し
、
こ
れ
が
 
 

例
え
ば
数
週
間
分
、
数
ヶ
月
分
と
蓄
積
さ
れ
れ
ば
、
他
の
営
業
上
の
デ
ー
 
 

タ
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
等
し
て
、
こ
れ
を
パ
チ
ン
コ
店
の
事
業
活
動
に
利
 
 

用
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ
う
す
る
と
、
（
少
な
く
と
も
蓄
積
さ
れ
 
 

た
）
 
割
数
情
報
は
、
パ
チ
ン
コ
店
の
営
業
ノ
ウ
ハ
ウ
の
一
種
で
あ
る
と
言
 
 

え
る
の
で
は
な
い
か
っ
 
そ
し
て
、
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
競
合
す
る
パ
 
 

チ
ン
コ
店
が
こ
れ
を
得
て
、
自
ら
の
店
の
経
常
に
役
立
て
る
こ
と
も
吋
能
 
 

で
あ
る
り
少
な
く
と
も
本
件
に
お
い
て
、
被
告
人
は
パ
チ
ン
コ
店
「
a
仙
 
 

台
駅
前
店
」
 
の
割
致
情
報
を
、
同
店
と
競
合
す
る
「
b
」
及
び
「
C
仙
台
 
 

′
 

駅
前
店
」
に
郵
送
し
て
お
そ
ら
く
対
価
を
程
よ
う
と
し
た
の
で
あ
恒
、
ま
 
 

‖
一
 
 

た
A
社
は
こ
の
行
為
を
常
葉
秘
密
開
示
罪
で
告
訴
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
 
 

は
、
パ
チ
ン
コ
店
の
事
業
活
動
に
と
っ
て
、
割
数
が
競
合
店
に
は
知
ら
れ
 
 

た
く
な
い
有
用
な
情
報
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
言
っ
て
良
い
の
 
 

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
他
力
で
、
「
売
上
金
籠
」
 
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
白
体
 
 

が
有
用
性
を
充
た
L
て
い
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
割
 
 

数
」
 
や
「
売
上
金
額
」
が
そ
の
他
の
情
報
も
含
め
、
あ
る
程
度
ま
と
ま
っ
 
 

た
情
報
と
し
て
開
示
さ
れ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
を
分
析
し
て
経
営
効
率
 
 

の
改
善
等
に
役
立
て
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
全
体
と
L
て
有
 
 

用
で
あ
る
場
合
が
あ
り
得
る
と
考
え
ら
れ
る
。
 
 

3
 
次
に
、
あ
る
情
報
が
「
秘
密
と
し
て
管
理
さ
れ
て
い
る
」
と
言
い
得
 
 

る
た
め
に
は
、
当
該
情
報
に
関
し
て
、
そ
の
保
有
者
が
主
観
的
に
秘
密
に
 
 

し
て
お
く
意
思
を
右
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
従
業
者
、
外
部
者
等
か
ら
、
 
 

客
観
的
に
秘
密
と
し
て
哲
理
さ
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
状
態
が
存
し
な
 
 
 

、U  
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（
 
1
 

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
当
該
情
報
に
ア
ク
セ
 
 

ス
で
き
る
者
が
制
限
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
及
び
、
当
該
情
報
に
ア
ク
セ
ス
 
 

し
た
者
に
当
該
情
報
が
秘
密
で
あ
る
こ
と
が
認
識
で
き
る
よ
う
に
さ
れ
て
 
 

へ
1
3
）
 
 

い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
通
常
、
刑
法
上
の
財
物
奪
取
罪
に
お
い
て
は
、
 
 

当
該
財
物
に
対
す
る
占
有
が
認
め
ら
れ
さ
え
す
れ
ば
如
何
な
る
能
心
様
で
の
 
 

所
持
で
あ
れ
 
－
 
例
え
ば
、
公
共
の
場
所
に
自
転
車
を
無
施
錠
の
ま
ま
置
 
 

い
て
お
く
、
或
い
は
財
布
を
置
き
忘
れ
る
等
、
被
害
者
側
に
「
落
ち
度
」
 
 

が
あ
る
場
合
で
す
ら
 
ー
、
こ
れ
に
法
的
保
護
が
与
え
ら
れ
得
る
。
と
こ
 
 

ろ
が
、
営
業
秘
密
は
、
そ
の
保
有
者
が
こ
れ
を
秘
密
と
し
て
適
切
に
管
理
 
 

し
て
い
る
の
で
な
い
限
り
、
法
的
に
保
護
さ
れ
得
な
い
。
「
あ
る
技
術
卜
・
 
 

営
業
上
の
情
報
が
、
そ
の
一
般
的
な
性
賀
と
し
て
は
営
業
秘
密
と
し
て
扱
 
 

わ
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
重
要
性
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
世
間
一
般
の
企
 
 

業
で
は
外
部
に
開
示
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
当
 
 

該
企
業
に
お
い
て
そ
れ
が
『
営
業
秘
密
』
 
と
し
て
の
保
護
を
受
け
る
た
め
 
 

に
は
、
そ
れ
を
営
業
秘
密
と
し
て
管
理
す
る
た
め
の
何
ら
か
の
措
置
を
と
 
 

〓
 
 

っ
て
い
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
」
。
な
ぜ
な
ら
、
営
業
秘
密
侵
害
罪
が
、
営
 
 

ぅ
 
 

業
秘
密
の
単
な
る
財
産
的
価
値
で
は
な
く
、
他
の
競
業
者
と
の
関
係
に
お
 
 

l
 
 

け
る
競
争
的
価
値
に
対
す
る
侵
害
を
処
罰
す
る
規
定
だ
か
ら
で
あ
左
。
そ
 
 （

1
6
 
 

れ
故
、
秘
密
管
理
性
は
営
業
秘
密
の
要
件
の
中
で
儲
も
重
要
な
の
で
あ
る
。
 
 

実
際
に
民
事
裁
判
例
の
中
に
は
、
秘
密
管
理
性
が
十
分
で
な
い
と
し
て
情
 
 

（
H
）
 
 

報
の
営
業
税
密
性
を
否
定
す
る
も
の
も
多
い
。
 
 
 

そ
う
す
る
と
、
企
業
等
が
保
有
す
る
情
報
が
営
業
税
密
と
し
て
法
的
保
 
 

護
を
享
受
し
得
る
た
め
に
は
、
ど
の
程
度
の
管
理
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
 
 

な
い
の
か
が
問
題
と
な
る
。
経
済
産
業
省
知
的
財
産
政
策
室
は
、
企
業
が
 
 

営
業
秘
密
の
管
理
を
行
う
上
で
参
考
に
し
得
る
も
の
と
し
て
 
『
営
業
秘
密
 
 

（
川
｝
 
 

管
理
指
針
』
を
公
開
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
拠
れ
ば
、
裁
判
例
に
は
、
①
 
 

ア
ク
セ
ス
で
き
る
者
が
限
定
さ
れ
、
権
限
の
な
い
者
に
よ
る
ア
ク
セ
ス
を
 
 

防
ぐ
よ
う
な
手
段
が
取
ら
れ
て
い
る
こ
と
 
（
ア
ク
セ
ス
権
者
の
限
定
・
無
 
 

権
限
者
に
よ
る
ア
ク
セ
ス
の
防
止
）
、
②
ア
ク
セ
ス
し
た
者
が
、
管
理
の
対
 
 

象
と
な
っ
て
い
る
情
報
を
そ
れ
と
認
識
し
、
ま
た
ア
ク
セ
ス
権
限
の
あ
る
 
 

者
が
そ
れ
を
秘
密
と
し
て
管
理
す
る
こ
と
に
関
す
る
意
識
を
持
ち
、
責
務
 
 

を
果
た
す
よ
う
な
状
況
に
な
っ
て
い
る
こ
と
 
（
秘
密
で
あ
る
こ
と
の
表
 
 

示
・
秘
密
保
持
義
務
等
）
、
③
そ
れ
ら
が
機
能
す
る
よ
う
に
組
織
と
し
て
何
 
 

ら
か
の
仕
組
み
を
持
っ
て
い
る
こ
と
（
組
織
的
管
理
）
、
の
三
点
に
着
目
す
 
 

る
傾
向
が
見
ら
れ
る
と
い
う
。
こ
の
ト
で
、
営
業
秘
密
に
は
様
々
な
形
態
 
 

の
も
の
が
あ
り
、
事
業
者
の
規
模
や
組
織
形
態
、
情
報
の
保
管
方
法
等
も
 
 

ま
た
多
岐
に
亘
る
こ
と
か
ら
、
結
合
的
に
み
て
合
理
性
の
あ
る
秘
密
管
理
 
 

方
法
が
実
施
さ
れ
て
い
た
か
否
か
、
と
の
観
点
か
ら
秘
密
管
理
性
が
判
断
 
 

さ
れ
て
い
る
。
 
 
 

そ
れ
で
は
、
本
件
被
害
パ
チ
ン
コ
店
の
割
致
及
び
売
上
金
額
等
に
係
る
 
 

情
報
は
、
秘
密
管
理
性
を
充
た
し
て
い
る
か
。
確
か
に
、
本
件
情
報
は
A
 
 

社
の
メ
ー
ル
ア
カ
ウ
ン
ト
及
び
パ
ス
ワ
ー
ド
を
入
力
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
 
 

受
信
し
得
る
電
子
メ
ー
ル
に
記
載
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
当
該
メ
ー
ル
 
 

ア
カ
ウ
ン
ト
及
び
パ
ス
ワ
ー
ド
を
A
株
式
会
社
か
ら
開
示
さ
れ
、
使
用
を
 
 

許
可
さ
れ
て
い
る
者
以
外
は
当
該
電
子
メ
ー
ル
を
受
信
で
き
ず
、
そ
の
内
 
 

容
で
あ
る
本
件
情
報
を
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
 
 

ら
、
こ
の
程
度
の
事
実
の
下
で
は
、
当
該
情
報
が
「
秘
密
と
し
て
管
理
さ
 
 

れ
て
い
る
」
と
は
言
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。
 
 
 

そ
の
理
由
と
し
て
、
第
一
に
、
本
件
メ
ー
ル
ア
カ
ウ
ン
ト
及
び
パ
ス
ワ
 
 

ー
ド
の
管
理
が
不
適
切
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
 
 

一
二
三
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本
判
決
か
ら
は
、
A
杜
が
そ
の
メ
ー
ル
へ
の
ア
ク
セ
ス
権
限
を
同
社
従
業
 
 

員
の
う
ち
如
何
な
る
範
囲
の
者
に
与
え
て
い
た
か
、
及
び
、
被
告
人
が
同
 
 

社
在
職
中
に
如
何
な
る
形
で
ア
ク
セ
ス
権
限
を
与
え
ら
れ
て
い
た
か
、
と
 
 

い
っ
た
事
情
が
明
ら
か
で
な
い
。
こ
の
限
り
で
、
A
社
に
よ
る
ア
ク
セ
ス
 
 

権
者
の
限
定
及
び
無
権
限
者
に
よ
る
ア
ク
セ
ス
の
防
止
の
た
め
の
措
置
が
 
 

十
分
で
あ
っ
た
か
否
か
は
判
断
し
難
い
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
本
判
決
 
 

で
は
、
被
告
人
が
在
職
中
か
ら
A
社
の
各
店
舗
に
お
い
て
送
受
信
さ
れ
る
 
 

電
子
メ
ー
ル
を
自
宅
の
パ
ソ
コ
ン
で
受
信
す
る
行
為
を
繰
り
返
し
て
お
 
 

り
、
退
職
後
も
こ
れ
を
継
続
し
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
 
 

り
、
被
告
人
の
退
職
後
に
も
パ
ス
ワ
ー
ド
の
変
更
が
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
 
 

た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
秘
密
管
理
の
場
面
で
は
、
ア
ク
セ
ス
 
 

権
者
が
退
職
し
た
場
合
に
は
パ
ス
ワ
ー
ド
等
を
変
更
す
る
の
が
一
般
的
で
 
 

（
0
0
）
 
 

あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
A
社
に
よ
る
ア
ク
セ
ス
権
者
の
限
定
及
び
無
権
 
 

限
者
に
よ
る
ア
ク
セ
ス
の
防
止
の
た
め
の
措
置
は
不
十
分
で
あ
っ
た
可
能
 
 

性
が
高
い
〔
 
 
 

第
二
に
、
そ
も
そ
も
割
数
及
び
売
上
金
析
等
の
情
報
を
営
業
秘
密
と
し
 
 

て
扱
う
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
を
電
子
メ
ー
ル
で
送
受
信
す
る
こ
と
自
体
が
 
 

不
適
切
で
は
な
い
か
。
メ
ー
ル
ア
カ
ウ
ン
ト
及
び
パ
ス
ワ
ー
ド
等
が
適
正
 
 

に
管
理
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
メ
ー
ル
サ
ー
バ
ー
へ
の
侵
入
等
に
よ
り
 
 

電
子
メ
ー
ル
の
傍
受
は
可
能
で
あ
る
。
本
判
決
か
ら
は
、
本
件
情
報
が
メ
 
 

ー
ル
本
文
に
記
載
さ
れ
て
い
た
の
か
、
そ
れ
と
も
何
ら
か
の
電
子
デ
ー
タ
 
 

の
形
で
添
付
さ
れ
て
い
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
仮
に
メ
ー
ル
本
文
に
 
 

記
載
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
無
防
備
で
あ
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
 
 

い
。
ま
た
、
添
付
フ
ァ
イ
ル
の
形
で
送
信
さ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
当
該
フ
 
 

ァ
イ
ル
を
開
く
た
め
の
パ
ス
ワ
ー
ド
を
設
定
す
る
等
の
対
策
を
講
ず
る
必
 
 

〓
一
相
 
 

葉
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
 
 
 

し
た
が
っ
て
、
本
件
に
お
け
る
剖
数
及
び
売
上
金
額
等
の
秘
密
管
理
性
 
 

は
否
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
A
社
に
と
っ
て
、
同
社
が
経
営
す
る
 
 

パ
チ
ン
コ
店
の
割
数
及
び
売
上
金
額
等
が
他
店
に
は
知
ら
れ
た
く
な
い
情
 
 

報
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
同
社
は
こ
れ
に
つ
き
営
業
秘
密
と
し
て
法
的
保
 
 

護
を
受
け
る
の
に
十
分
な
措
置
を
講
じ
て
い
な
か
っ
た
。
成
程
、
民
事
裁
 
 

判
例
に
お
い
て
は
、
比
較
的
緩
や
か
に
秘
密
管
理
性
が
認
め
ら
れ
た
と
評
 
 

封
 
 

価
さ
れ
て
い
る
事
案
も
複
数
存
在
し
て
お
り
、
裁
判
例
が
要
求
す
る
具
体
 
 

的
な
秘
密
管
理
の
水
準
は
必
ず
し
も
一
棟
で
な
い
、
と
の
指
摘
も
な
さ
れ
 
 

2
2
 

て
い
る
∩
 
し
か
し
、
と
り
わ
け
刑
事
裁
判
に
お
い
て
は
、
厳
格
な
秘
密
管
 
 

理
件
を
要
求
す
る
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
秘
密
侵
害
性
な
い
 
 

し
営
業
秘
密
件
判
断
の
基
準
が
一
定
し
な
い
こ
と
は
、
国
民
の
予
測
可
能
 
 

性
を
害
す
る
こ
と
に
も
繋
が
り
か
ね
な
い
。
「
十
年
以
下
の
懲
役
若
し
〈
は
 
 

千
万
円
以
下
の
罰
金
又
は
そ
の
併
科
」
と
い
う
そ
の
法
定
刑
の
重
さ
に
鑑
 
 

み
て
も
、
常
葉
秘
密
侵
奮
罪
の
成
否
に
係
る
秘
密
管
理
性
の
判
断
は
、
厳
 
 

格
な
秘
密
管
理
を
要
求
す
る
民
事
裁
判
例
の
基
準
に
合
わ
せ
て
い
く
べ
き
 
 

で
あ
ろ
う
。
 
 

4
 
と
こ
ろ
で
、
常
葉
秘
密
開
示
罪
は
目
的
犯
で
あ
り
、
本
罪
の
成
立
に
 
 

は
故
意
の
他
に
、
行
為
者
が
「
不
正
の
競
争
の
口
的
で
」
営
業
秘
密
を
開
 
 

「
器
 
 

示
し
た
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
「
自
己
を
含
む
特
定
の
競
業
者
を
 
 

競
争
上
優
位
に
立
た
せ
る
よ
う
な
目
的
」
で
あ
る
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
 
 

要
件
に
よ
っ
て
、
内
部
告
発
ヤ
取
材
報
道
等
を
目
的
と
す
る
行
為
、
並
び
 
 

に
、
恐
喝
目
的
や
愉
快
犯
の
よ
う
な
個
人
的
な
犯
罪
行
為
が
営
業
秘
密
侵
 
 

害
罪
か
ら
除
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
本
判
決
か
ら
は
、
被
告
人
が
如
何
な
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る
意
図
で
「
a
仙
台
駅
前
店
」
の
割
数
及
び
売
上
金
額
等
を
開
．
小
し
た
の
 
 

か
が
必
ず
㌧
も
明
ら
か
で
な
い
が
、
少
な
く
と
も
自
己
国
利
目
的
を
有
し
 
 

2
4
－
 
 

て
い
た
と
は
言
え
そ
う
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
こ
の
場
合
、
被
告
人
に
 
 

は
直
接
的
な
不
正
兢
争
の
目
的
が
存
在
㌧
て
い
な
い
よ
う
に
も
見
え
る
。
 
 

L
か
し
、
不
正
競
争
の
 
「
目
的
」
は
、
必
ず
し
も
不
j
E
競
争
を
生
じ
さ
せ
 
 

る
「
た
め
」
 
に
行
っ
た
こ
と
を
要
す
る
も
の
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
営
業
 
 

秘
密
の
保
有
者
と
こ
れ
を
開
示
す
る
相
手
方
と
が
競
争
関
係
に
あ
り
、
当
 
 

該
営
業
秘
密
を
利
用
L
て
相
手
方
が
利
益
を
上
げ
得
る
こ
と
の
認
識
が
行
 
 

為
者
に
あ
れ
ば
、
不
正
競
争
の
目
的
を
認
め
て
良
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
 
 

っ
て
、
本
判
決
が
不
正
の
競
争
の
目
的
を
認
め
た
点
は
正
し
い
と
思
わ
れ
 
 

る
。
 
 

5
 
以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
件
被
告
人
が
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
に
よ
り
取
 
 

得
し
、
開
示
し
た
「
a
仙
ム
ロ
駅
前
店
」
 
の
割
数
及
び
売
上
金
街
等
は
少
な
 
 

く
と
も
秘
密
管
癌
性
を
欠
い
て
お
り
、
そ
も
そ
も
営
業
秘
密
に
当
た
ら
な
 
 

い
た
め
、
不
正
取
得
後
営
業
秘
密
開
示
罪
に
つ
い
て
は
、
そ
の
成
立
を
否
 
 

定
す
べ
き
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
本
判
決
を
読
む
限
り
、
 
 

本
件
情
報
の
営
業
秘
密
性
、
ひ
い
て
は
同
罪
の
成
否
が
争
わ
れ
た
形
跡
は
 
 

全
く
窺
わ
れ
得
な
い
ハ
 
仮
に
、
営
業
秘
密
で
あ
る
こ
と
の
立
証
及
び
検
討
 
 

」
 
 

が
■
小
十
分
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
手
続
的
に
も
問
題
が
あ
ろ
う
。
本
件
を
 
 

担
当
し
た
裁
判
官
及
び
検
察
官
、
さ
ら
に
は
弁
護
人
が
、
営
業
秘
密
侵
害
 
 

罪
を
正
し
く
理
解
し
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
も
疑
問
が
残
る
。
 
 

（
1
）
 
仙
台
地
判
平
成
二
一
年
七
月
∵
ハ
ロ
 
（
平
成
二
一
年
（
わ
）
第
三
一
 
 

号
、
第
二
」
ハ
四
号
）
 
特
許
ニ
ュ
ー
ス
一
二
」
ハ
二
二
号
 
（
平
成
二
三
丁
二
 
 

月
六
口
）
一
頁
以
卜
。
本
判
決
の
評
釈
と
し
て
、
帖
佑
隆
「
判
例
評
釈
去
ば
 
 

ら
ん
こ
還
元
率
等
』
一
小
正
競
争
防
止
法
等
刑
事
事
件
 
（
不
正
競
争
防
止
法
 
 

l
二
条
〓
唄
 
（
営
業
秘
腔
に
お
け
る
刑
事
罰
規
定
）
 
の
適
用
に
つ
い
て
）
」
 
 

パ
テ
ン
ト
六
三
巻
六
ロ
ケ
 
（
二
〇
一
〇
年
）
 
二
九
頁
以
下
が
あ
る
。
 
 

（
2
）
 
特
許
ニ
ュ
ー
ス
・
前
掲
注
（
1
）
一
一
貫
、
土
肥
一
史
「
営
業
秘
密
寝
害
罪
 
 

に
関
す
る
不
正
競
争
防
止
法
の
改
正
に
つ
い
て
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
三
八
五
 
 
 

号
 
（
二
〇
〇
九
年
）
 
八
三
頁
、
青
山
紘
一
『
不
正
競
争
防
止
法
（
事
例
・
 
 
 

判
例
）
 
第
二
版
』
 
（
二
〇
∵
0
年
）
五
〇
八
頁
、
帖
佐
・
前
掲
注
（
1
）
一
∵
九
 
 
 

百
注
（
2
）
っ
な
お
、
特
許
ニ
ュ
ー
ス
・
前
掲
注
（
1
）
一
重
及
び
青
山
1
前
 
 

掲
吾
で
は
、
本
判
決
の
目
付
が
平
成
二
∵
年
八
月
∵
∵
臼
と
な
っ
て
い
る
 
 

が
、
こ
れ
は
同
判
決
の
更
正
決
定
が
出
さ
れ
た
日
付
で
あ
り
、
判
決
H
は
 
 

上
記
の
と
お
り
平
成
二
∵
年
七
日
二
六
日
で
あ
る
。
 
 

一
‥
3
）
 
平
成
二
り
年
四
月
二
〇
I
l
に
法
律
第
三
C
号
「
不
正
競
争
防
止
法
の
一
 
 
 

部
を
改
正
す
る
法
律
」
が
公
布
さ
れ
、
同
一
二
年
七
月
∵
H
よ
り
施
行
さ
 
 
 

れ
て
い
る
。
立
案
担
当
者
に
よ
る
同
改
正
の
解
説
と
し
て
は
、
経
済
産
業
 
 
 

省
経
済
産
業
政
策
局
知
的
財
産
制
作
室
「
営
業
税
密
の
保
護
強
化
 
常
葉
 
 

秘
密
侵
害
罪
に
お
け
る
処
罰
対
象
範
囲
の
拡
大
等
」
時
の
法
令
一
人
四
五
 
 
 

号
（
二
C
〇
九
年
）
一
九
頁
以
下
、
中
原
裕
彦
「
不
正
競
争
防
止
法
の
州
 
 

都
を
改
正
す
る
法
律
の
概
妾
 
－
 
営
業
秘
密
提
害
罪
に
ぉ
け
る
処
罰
対
 
 

象
範
囲
の
拡
人
等
」
N
B
L
九
〇
人
号
 
（
二
〇
〇
九
年
）
 
」
ハ
」
ハ
貝
以
下
、
 
 
 

経
済
産
業
省
知
的
財
産
政
策
室
編
著
『
逐
条
解
説
 
不
正
髄
争
防
止
法
へ
平
 
 
 

成
二
一
年
改
正
版
）
』
 
（
二
∩
一
じ
年
）
等
が
あ
る
。
本
改
正
ま
で
を
踏
ま
 
 
 

え
て
営
業
秘
密
侵
害
罪
に
つ
き
考
察
す
る
の
は
、
加
藤
佐
†
夫
「
刑
事
罰
 
 

に
よ
る
営
業
秘
密
の
保
護
と
．
小
正
競
争
防
止
法
の
変
遷
」
中
京
法
学
閃
由
 
 
 

巻
三
・
閏
号
（
二
〇
一
〇
牛
）
 
二
六
一
二
重
以
下
、
一
席
亜
貴
子
「
営
業
秘
 
 

密
侵
害
罪
に
係
る
不
正
競
争
防
止
法
の
平
成
∴
一
年
改
正
に
つ
い
て
」
岡
 
 
 

山
大
学
法
学
会
雑
誌
六
〇
巻
三
す
 
（
二
〇
山
一
年
）
．
頁
以
卜
っ
 
 

（
1
）
 
有
用
性
要
作
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
一
原
亜
骨
子
「
不
正
競
争
防
止
法
 
 

に
よ
る
常
葉
秘
密
の
刑
事
法
的
保
護
」
小
樽
商
科
大
学
商
学
討
究
五
六
巻
 
 

一
二
五
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係
訴
訟
法
』
 
（
平
成
〓
二
牢
）
 
四
七
五
百
。
 
 

－
1
7
）
 
例
え
ば
、
人
阪
高
判
平
成
一
七
牢
十
盲
り
 
七
口
L
E
X
＼
D
B
文
献
番
号
 
 
 

N
巴
○
定
栗
、
束
克
高
判
平
成
一
七
牛
二
月
二
四
日
L
H
㌍
、
D
B
文
献
番
号
 
 

N
讐
○
冨
C
ひ
、
大
阪
高
判
平
成
一
九
年
二
∴
‖
二
〇
R
「
刀
六
＼
D
B
文
献
番
 
 

号
Z
空
合
N
〕
か
等
。
 
 

（
柑
）
 
経
済
産
業
省
『
営
業
税
密
管
理
指
針
 
（
平
成
二
二
牛
改
訂
）
』
 
二
七
頁
 
 
 

〔
同
省
の
り
∫
l
ブ
サ
イ
ト
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ー
ド
可
言
t
t
p
∵
、
＼
w
考
声
ヨ
叉
「
 
 

（
5
）
 
 

（
6
）
 
 

（
7
）
 
 

（
8
）
 
 

（
9
）
 
 

（
1
0
）
 
 

161514  

三
号
（
二
〇
〇
五
年
）
 
二
九
羊
貫
以
下
及
び
同
所
に
掲
げ
る
諸
文
献
 
 

参
照
っ
 
 
 

田
村
善
之
 
『
不
正
競
争
法
概
説
〔
第
二
版
〕
』
 
へ
■
一
〇
〇
三
年
）
 
二
二
二
五
 
 

（
‥
、
〓
∵
卜
 
 
 

詳
し
く
は
、
二
些
亜
骨
子
「
官
業
秘
密
侵
害
罪
の
保
護
法
益
」
小
樽
商
 
 

科
大
学
商
学
討
究
五
九
巻
閃
号
 
（
二
n
〇
九
牢
）
一
九
二
百
。
 
 
 

こ
の
点
で
、
〓
児
・
前
掲
注
（
4
）
一
‥
九
四
頁
の
見
解
を
訂
正
す
る
。
 
 
 

よ
り
正
確
に
は
、
パ
ナ
、
／
コ
台
∵
台
あ
た
り
の
数
値
が
「
出
王
宰
」
、
店
 
 

舗
全
体
の
数
値
が
り
割
数
」
で
あ
る
ゥ
 
 
 

帖
佐
・
前
掲
注
二
1
）
三
二
百
ハ
J
 
 
 

量
刑
理
由
に
お
い
て
、
「
生
活
資
金
に
窮
し
て
本
件
犯
行
に
及
ん
だ
」
と
 
 

吉
及
さ
れ
て
い
る
こ
し
」
か
ら
、
被
告
人
は
本
件
情
報
と
引
替
え
に
競
合
バ
 
 

ナ
ン
コ
店
「
b
」
放
げ
 
「
C
仙
台
駅
前
店
」
か
ら
金
銭
を
得
よ
う
と
L
た
 
 

の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
り
 
 
 

営
業
秘
密
侵
害
罪
は
親
告
罪
で
あ
る
（
不
正
競
争
防
止
法
一
〓
条
二
項
二
 
 
 

秘
密
背
面
性
要
件
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
川
原
∴
別
掲
注
（
4
）
皿
一
九
じ
 
 

貞
以
F
、
及
び
同
所
に
掲
げ
る
諸
文
献
参
照
し
 
 
 

経
済
産
業
畜
知
的
財
産
政
策
室
編
著
『
逐
条
解
説
 
不
正
競
争
防
止
法
 
 

（
平
成
一
旦
年
改
正
版
）
』
 
（
二
〇
〇
三
年
）
 
三
七
頁
。
 
 
 

人
阪
地
利
平
成
一
九
年
五
日
∴
四
〓
判
時
…
九
九
九
‥
イ
〓
両
九
頁
。
 
 

一
原
こ
別
掲
注
（
6
〓
九
三
頁
。
 
 
 

富
㈲
英
次
「
常
葉
秘
密
の
保
護
」
『
新
・
裁
判
実
務
大
系
 
知
的
財
産
閏
 
 

（
本
稿
は
、
平
成
二
二
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
（
課
題
番
い
亨
‖
N
O
詔
書
定
）
 
 

及
び
平
鹿
二
一
年
度
岡
山
大
学
若
手
研
究
者
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
研
究
文
枝
 
 

事
業
に
よ
る
研
究
成
果
の
l
部
で
あ
る
。
〕
 
 
 

一
二
六
 
 

g
ヱ
p
＼
p
r
e
s
s
＼
N
≡
○
冨
○
苫
○
で
N
ロ
岩
○
毒
害
宗
．
h
t
m
こ
て
 
 

（
1
9
）
 
経
済
産
業
省
知
的
財
産
政
策
室
こ
別
掲
注
（
1
3
）
二
八
頁
。
 
 

（
訓
）
 
『
営
業
秘
密
管
理
指
針
』
で
も
、
電
磁
的
に
記
録
さ
れ
た
デ
ー
タ
の
取
扱
 
 

い
に
関
す
る
一
般
的
な
管
理
方
法
と
し
て
、
ア
ク
セ
ス
及
び
そ
の
管
理
者
 
 

の
特
定
・
限
定
の
た
め
に
「
パ
ス
ワ
ー
ド
の
有
効
期
限
を
設
定
す
る
」
、
 
 

「
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
り
管
理
者
が
退
職
し
た
場
合
に
は
、
管
理
者
パ
ス
 
 

ワ
ー
ド
の
変
更
等
を
行
う
」
 
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
 
（
前
掲
注
（
1
3
）
四
 
 
 

一
一
頁
）
。
帖
佐
・
前
掲
注
（
1
）
「
二
頁
も
参
照
。
 
 

（
2
1
）
 
経
済
産
業
省
こ
別
掲
注
（
1
3
）
二
八
軍
法
2
6
参
照
リ
 
 

（
2
2
）
 
大
阪
地
判
平
成
一
九
年
五
月
二
四
〓
判
時
一
九
九
九
号
“
二
九
頁
の
匿
 
 

名
解
説
 
（
一
三
じ
貞
）
。
 
 

（
2
3
）
 
「
不
正
の
競
争
の
目
的
」
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
一
原
こ
別
掲
注
（
1
）
二
 
 
 

八
八
頁
以
下
及
び
同
所
に
掲
げ
る
諸
文
献
参
照
。
な
お
、
こ
の
要
件
ほ
上
 
 

述
の
平
成
二
二
千
改
正
に
よ
り
、
「
不
正
の
利
益
を
得
る
目
的
で
、
又
ほ
そ
 
 

の
保
有
者
に
損
害
を
加
え
る
目
的
で
」
に
変
更
さ
れ
て
い
る
。
 
 

（
2
4
）
 
注
1
0
参
照
。
 
 

（
2
5
〕
 
晰
佐
二
削
掲
注
（
1
二
二
西
京
以
下
は
、
こ
の
点
を
厳
し
く
批
判
す
る
。
 
 


